
静岡県教育委員会

ＨＰ用ＨＰ用

令和７年度 教育委員会 第21回定例会 議案

１ 日 時 令和８年２月18日（水） 午後１時30分

２ 場 所 教育委員会議室

３ 日 程

（１）開 会

（２）議 案

＜非＞第 36 号議案 「静岡県部活動ガイドライン」の改定 …非

＜非＞第 37 号議案 「学校部活動の地域連携や地域クラブ活動の在り方等に

関する方針」の改定 …非

＜非＞第 38 号議案 「静岡県教育委員会事務局及び教育機関（県立学校を含

む）に勤務する教職員の心の健康づくり計画（第４期計

画）」の改定 …非

＜非＞第 39 号議案 教職員の懲戒処分 …非

＜非＞第 40 号議案 教職員の懲戒処分 …非

（３）報告事項

（４）閉 会



＜非＞第 36 号議案

「静岡県部活動ガイドライン」の改定

県立学校及び公立中学校の部活動の在り方に関して、県としての基本的な考

え方や取組方針を示すことを目的として、別冊のとおり静岡県部活動ガイドラ

インを改定する。

令和８年２月 18日提出

静岡県教育委員会教育長
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【補足資料】 令和８年２月18日提出

（件 名）

「静岡県部活動ガイドライン」の改定

（義務教育課・高校教育課・特別支援教育課・健康体育課）

１ 概要

令和８年２月４日の教育委員会定例会にて、本案について説明し、令和８年２月９日

を期限に意見募集を行い、御意見を頂戴した。

教育委員の御意見を踏まえた修正案を報告し、承認をいただいた上で、県立学校及び

県内全市町に提示する。

２ 議案の位置付け

令和７年６月の給特法改正に伴い策定された「業務量管理・健康確保措置に関する指

針（令和７年９月、文科省）」において、「休養日及び活動時間についてスポーツ庁及び

文化庁が別に定める基準に従うこと。（第２章第３節(２)⑬部活動）」と示されたことか

ら、同指針の内容を踏まえ、「静岡県部活動ガイドライン」を改定する。

３ 本案のポイント

・国ガイドラインとの相違を修正（休養日及び活動時間等）

・前回改定から今回改定までの間に出された通知等を反映

・古いデータや資料等を削除、運動部に限定された表現を修正

４ 修正案

別冊を参照

５ 今後のスケジュール

令和８年３月 県立学校及び県内全市町に提示

2



１　部活動の意義と位置付け
御意見 分類 対応案

教員の負担軽減、少子化、
学校統廃合、一貫教育、多
国籍化教育、教育のフレキ
シブル化等、学校教育で直
面している現環境を追記願
います。

趣旨を
踏まえ
追記

【見え消し版】Ｐ２、前文、○の３つ目
「今日、学校教育は、少子化や学校統廃合への対応に
加え、一貫教育の推進や多国籍化する教育環境への対
応、さらには学びのフレキシブル化など、極めて複雑
かつ多様な課題に直面しています。こうした中、教師
の負担軽減を図りつつ、部活動を従前と同様の体制で
維持・運営することは、より一層厳しくなります。」
と修正しました。

学習指導要領（中学校）で
は、部活動は教育課程との
関連を図ること、（高校）
では、生徒の自主的・自発
的な参加として留意すると
示されたが、現状どのよう
なことが必要となるか、説
明を追記する。

趣旨を
踏まえ
追記

【見え消し版】Ｐ４、１、(2)
「教育課程との関連を図るとは、学校全体の教育目標
を達成するための手段として、教科等と足並みを揃え
ること、授業で学んだ知識や技術を、部活動の実践的
な場面で活用し、深め、部活動で培った粘り強さ、
リーダーシップ、人間関係の形成能力を、教科学習や
学級活動の意欲に繋げること、教師が、授業での生徒
の様子と部活動での様子を合わせて把握することで、
一人ひとりの個性に応じた一貫性のある生徒指導や学
習支援を行うことを意味しています。」と追記しまし
た。

「教育課程外の学校教育活
動」とは、部活動の他に、
どのようなものがあるか。

質問へ
の回答

通常の時間割とは別に実施される「講習や補講」は、
教育課程外の学校教育活動となります。

部活動が、「教育課程との
関連が図られるよう留意す
る」のであれば、生徒が一
律に加入することを義務と
したほうが良いのではない
か。

質問へ
の回答

学習指導要領において、「部活動は、全ての生徒が一
律に加入しなければならないものではなく、生徒の自
主的・自発的な参加により行われるものである」との
記載が上位の考え方であり、部活動を実施する場合に
は、教育課程との関連を図ることとしています。

(5)イで「スポーツ・文化
芸術活動の楽しさなど」を
理解し見つけることも重要
のため、活動そのものの楽
しさを理解する視点があっ
ても良いと思います。

趣旨を
踏まえ
追記

【見え消し版】Ｐ５、２、(5)、イ
「スポーツ・文化芸術活動の行い方や楽しみ方など」
の後に、「を理解し、自己の興味関心に応じた活動を
見つけ、」を追記しました。

令和７年度　教育委員会定例会委員協議会　意見対応表
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２　本県が目指す部活動
御意見 分類 対応案

部活動の価値や役割等の観
点から、大会重視の現行の
部活動はトーンダウンする
べきであり、学校や地域ク
ラブ、県、市町が担う役割
を明確にする。

趣旨を
踏まえ
追記

【見え消し版】Ｐ８、６、ウ
「生徒の夢や将来の目標に向けての支援を行うととも
に、学業とのバランスの取れた学校生活を送ることが
できるよう参加する大会数等に配慮すること。」を追
記しました。
本ガイドラインにおいて、「校長、顧問」等の主語を
記載し役割を明確することについて部活動検討委員会
において協議したところ、部活動を生徒、学校、家
庭、地域等の関係者が一体となって支える趣旨から、
あえて記載を見送ることとしました。

人間性や社会性を評価する
ポイントはあるか。

質問へ
の回答

H30年に本ガイドラインを策定するにあたり、人格形成
や社会性の育成に関するアンケートを実施しました
が、今回の改定では実施しておりません。
今後、「学校対象調査」等における調査及び評価を検
討してまいります。

Ｈ30年に県ガイドラインを
策定した際のアンケートに
おいて、「社会性を育む」
ことを調査した質問内容に
ついて、教えてほしい。

質問へ
の回答

H29年に「県運動部活動ガイドライン」の策定時に、公
立高校（全日制90校）と公立中学校（172校＊政令市を
除く）に「部活動に関するアンケート」を実施してお
ります。そのうち、管理職及び一般教員を対象とした
アンケートにおいて、「部活動の目的や意義について
自身の考え」を13項目から一つ選択する設問にて、
「②仲間や教員との関わりを通して、社会性を育む」
との選択肢を設けています。

「障害のある生徒もそうで
ない生徒も」という表現よ
りも、すべての生徒にする
ことでやさしい表現とな
る。

質問へ
の回答
と修正

「障害の有無に関わらず　すべての生徒」というイ
メージが「すべての生徒」だけでは湧きにくいことか
ら、あえて、このような表現としており、【「共生・
共育」（静岡県版インクルーシブ教育システム）の在
り方について」（R7県教育委員会）】より引用し、
「障害のある生徒もない生徒も」に修正しました。

体力テスト結果と医療費の
関係性を集計したデータは
あるか。

質問へ
の回答

「新体力テストの運動能力の合計点や評価」と「医療
費」の相関関係について、本課での調査はございませ
ん。
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仲間やチームでの協働・共
感について、評価を行って
いるか。

質問へ
の回答

本課での調査はありませんが、静岡県高等学校体育連
盟が実施した「高校生の部活動に関する意識調査
（H31）」では、運動部90.7％、文化部78.6％の生徒が
「良い友達に巡り会えた」と回答しています。

本県は気候も穏やかで、多
様な食文化が根付く地域で
あり、部活動、特にスポー
ツの実施に非常に有利な環
境である。本県の盛んな活
動を今後も推進・発展させ
る本県特有の視点があって
も良い。

意見へ
の回答

県立高校においては、地元食材を活用したお弁当やス
イーツの商品化に取り組む部活動や富士山0合目からの
登山やお鉢周りなど静岡ならでは活動をする登山部な
どがあり、本県特有の自然や文化を生かした活動の発
展について研究してまいります。
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３　その他
御意見 分類 対応案

県指導者研修や県独自のラ
イセンスを設ける予定はあ
るか。
（学校施設の管理運営の効
率化）

質問へ
の回答

県教育委員会において、今後設ける予定はございませ
ん。
ただし、県教育委員会で任用する外部指導者（部活動
指導員、スポーツエキスパート）については、年に1回
の研修を義務づけています。
また、部活動顧問や外部指導者が参加する指導者講習
会を県高等学校体育連盟及び県中学校体育連盟におい
て実施するにあたり、県教育委員会において財政的支
援をしているところです。

地域展開により、校内に外
部人材が出入りすること機
会が増加するが、学校施設
の防犯や備品の管理、事故
発生時の責任の所在など、
現場が抱く不安化しようの
ための運用マニュアルやス
マートロック等の設備改修
について、県の支援方針は
あるか。
（学外者の出入りに伴う安
全管理・セキュリティ体
制）

質問へ
の回答

国の「部活動地域移行促進　公立学校施設整備費補助
金」を活用し、必要な公立中学校等の施設の整備・改
修(セキュリティ強化、スマートロック、倉庫等)が可
能であり、県から各市町に周知しています。
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＜非＞第 37 号議案

「学校部活動の地域連携や地域クラブ活動の在り方等に関する方針」の改定

地域クラブ活動の推進等に関して、県としての基本的な考え方や取組方針を

示すことを目的として、現行方針を改定し、別冊のとおり「地域クラブ活動の推

進等に関する静岡県の方針」として改定する。

令和８年２月 18日提出

静岡県教育委員会教育長
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【補足資料】 令和８年２月18日提出

（件 名）

「学校部活動の地域連携や地域クラブ活動の在り方等に関する方針」の改定

（義務教育課・高校教育課・特別支援教育課・健康体育課）

１ 概要

令和８年２月４日の教育委員会定例会にて、本案について説明し、令和８年２月９日

を期限に意見募集を行い、御意見を頂戴した。

教育委員の御意見を踏まえた修正案を報告し、承認をいただいた上で、県内全市町に

提示する。

２ 議案の位置付け

文部科学省の国ガイドライン改定（令和７年12月）を受け、本県においても「都道

府県全体としての改革方針を示す」という国の指針を踏まえ、従来の「学校部活動の地

域連携や地域クラブ活動の在り方等に関する方針」を改定する。

３ 本案のポイント

・県としての基本的な考え方及び改革実行期間（令和８年度～13年度）における県の取

組について示す。

・具体的な取組については、国のガイドラインを基に改革を進めることを明示する。

４ 修正案

別冊を参照

５ 今後のスケジュール

令和８年３月 県内全市町に提示
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１ 「３ 改革実行期間と具体的な支援」について

№ 御意見 分類 対応案

1

令和５年発行の方針に詳しく述べてある
ので踏襲してください（指導者確保、市
町コーディネーター、施設確保、安全基
準、財務支援）。

趣旨を踏まえ
計画に反映

【見え消し版】
３ 改革実行期間と具体的な支援
 ○市町の取組に対する支援
「指導者の確保・育成」「活動場所の確
保」「適切な指導及び安全・安心の確
保」「組織体制・財政基盤の整備」を追
記しました。

2
過疎地域・中山間地域では、学校部活動
の維持を柔軟に認めてください。

趣旨を踏まえ
計画に反映

【見え消し版】
２ 静岡県が目指す姿(基本的な考え方)
「※過疎地域や中山間地域等で地域展開
が困難な場合には、当面、部活動指導員
の配置等を推進」を追記しました。

3
学校の部活動指導員や学校の外部指導員
のライセンス制度の検討

趣旨を踏まえ
計画に反映

【見え消し版】
３ 改革実行期間と具体的な支援
 ○市町の取組に対する支援
「認定地域クラブ活動指導者登録制度に
おける研修」を追記しました。

4
生徒と指導員等との連絡ツール支援（ア
プリ使用など、個人的に繋がらない仕組
み）

趣旨を踏まえ
計画に反映

【見え消し版】
３ 改革実行期間と具体的な支援
 ○市町の取組に対する支援
「適切な指導及び安全・安心の確保」を
追記しました。また、市町が認定する地
域クラブに対して、県のガイドラインを
参考に「適切な指導の実施体制」や「適
切な安全確保の体制」を整えるよう、全
市町が参加する協議会等で周知します。

5

静岡県として令和10年度末までに「休日
の地域展開」を何％の市町で完了させる
などの独自のロードマップはあるので
しょうか。

質問への回答

県としては、全市町が令和10年度までに
地域展開等に着手できるよう支援してま
いります。令和７年度に実施した調査で
は、過半数の市町が休日の地域展開を目
指しておりますが、地域差も大きく、そ
れぞれの実情に応じた取組を尊重してい
ることから、一律の数値目標は設定して
おりません。

6
受益者負担（参加費）による「体験格
差」を防ぐために何か準備していること
はありますか。

質問への回答
経済的困窮世帯の生徒への支援として、
地域クラブへの参加費等を補助します。

7

地域展開する場合の費用、予算等につい
てどのようになっているのか疑問に思い
ました。指導員を配置することがボラン
ティアのみでは限界があるように思いま
す。また、部活動の指導員の方と学校と
の関係性があまり明確でないように思い
ました。今後の議論になると理解してお
けばよろしいでしょうか。

質問への回答

地域展開に係る費用については、地域ク
ラブ活動の活動費や推進体制の整備等に
ついて、市町に対して国及び県が補助し
ます。
指導員と学校との関係性については、国
ガイドラインに示された認定制度に基づ
き、活動方針やスケジュール、生徒の活
動状況の情報共有等、連携を図っていた
だくよう各市町に周知してまいります。

令和７年度　教育委員会定例会委員協議会　意見対応表
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２　その他

№ 御意見 分類 対応案

1

本件は、独立した方針ではなく「静岡県
部活動ガイドライン」と連動して内容が
検討されるものです。「教員の負荷低
減」×「生徒の活動機会確保」×「地域
の力の活用」以外の目的はあまり強調し
なくて良いと思います。小回りが利かな
くなる。

趣旨を踏まえ
計画に反映

【見え消し版】
本方針は、地域クラブ活動推進等を対象
とするものであり、静岡県部活動ガイド
ラインは、県立学校の部活動、中学校の
平日の部活動及び地域展開が困難な場合
の休日の部活動を対象とするものです。
その位置づけを明確にする図を追加しま
す。

2

市区町村が「認定地域クラブ活動」を認
定する際 、県内で認定要件に大きなばら
つきが出ないよう、静岡県独自の「認定
基準」など作成する予定はありますか。

質問への回答

県としては、独自の基準は設けず、国が
示す地域クラブ活動認定制度に基づい
て、各市町が認定していきます。大きな
ばらつきが出ないよう、この認定制度に
基づいて実施していくよう周知していき
ます。

3
県内にJSPOクラブマネージャーの有資格
者は何名いるのでしょうか。

質問への回答
現在、県内のJSPOクラブマネージャーの
有資格者は６名です。

4

教師の兼職兼業の積極的な許可に加え 、
大学生や民間人材を確保するための「県
広域の人材バンク」の運用や、指導者謝
金の目安（低廉な参加費と指導者報酬の
両立）について、どのような方針を持っ
ていますか。

質問への回答

指導者確保については、これまで県ス
ポーツ協会を通じ、各団体へ人材バンク
登録の協力依頼を行ってまいりました。
今後は、ＳＮＳ等の県広報も活用し、大
学生や民間人材の確保を進めてまいりま
す。指導者謝金については、国の部活動
指導員における積算単価1600円/時間が目
安となり、低廉な参加費と適切な報酬の
両立を図る方針です。

5

ガイドラインでは「可能な限り低廉な参
加費」が求められる一方で、指導者への
適切な処遇やICT活用など「持続的・安定
的な運営」も重視されています 。静岡県
として、活動の維持に必要な実費以外
に、組織の次年度への繰越金や設備投資
に充てるための「事業利益」をどの程度
まで許容する方針ですか。

質問への回答

地域クラブ活動に関する認定制度におけ
る認定要件に、事業利益に関することは
示されていませんが、「活動の維持・運
営に必要な範囲で、可能な限り低廉な参
加費等が設定されていること」との要件
があることから、必要な範囲で事業利益
を生むことは可能であると考えます。

6

民間企業が運営主体（実施主体）となる
場合、CSR（社会貢献）の枠を超えた収益
事業としての展開はどの程度可能です
か。特に、学校施設を優先利用する際の
「使用料減免」等の公的支援と、企業が
得る利益のバランスをどう整理されます
か 。

質問への回答

学校教育上支障のない限りにおいて学校
施設を目的外使用に供することは可能で
す。ただし、使用料減免制度について
は、各自治体の条例・規則によります。

7

国は地方公共団体間でのばらつきを抑え
るために金額の目安を示すとしています
が、静岡県として独自の「上限額」や
「標準的な単価」を設定する構想はあり
ますか 。

質問への回答
「上限額」や「標準的な単価」等、金額
の目安については、国が示す目安に準じ
る方針です（3000円/月）。

8

地域展開は今後の少子化、先生の働き方
改革などを考えると、非常に重要な点に
なると思います。方針にしたがって確実
に実行できると良いと思います。地域格
差をどのように吸収していくかなども課
題になるかと思います。

意見への回答

地域格差をはじめとする各種課題への対
応につきましては、県協議会における情
報共有・意見交換等による好事例の展開
や広域連携などにおいて、各市町を支援
してまいります。
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＜非＞第38号議案

静岡県教育委員会事務局及び教育機関（県立学校を含む）に勤務する

教職員の心の健康づくり計画の改定

労働安全衛生法に基づき、静岡県教育委員会事務局及び教育機関（県立学校

を含む）に勤務する教職員の心の健康づくり計画を別紙のとおり改定する。

令和８年２月18日提出

静岡県教育委員会教育長
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【補足資料】

令和８年２月 18 日

教職員の心の健康づくり計画（第４期）の策定

（教育厚生課）

（要旨）

教職員が健康で教育活動に十分な能力が発揮できるよう、総合的なメンタルヘルス対策

を実施するための基本となる「教職員の心の健康づくり計画（第４期）」を策定する。

１ 計画の概要

（１）位置づけ

・労働安全衛生法に定める「労働者の健康の保持増進のための指針」

・「労働者の心の健康の保持増進のための指針」（厚生労働省）に定める「心の健康

づくり計画」

（２）期間

令和８年度～令和 10年度

（３）内容

〇教育委員会職員安全衛生協議会（10/17）の御意見等を踏まえ、策定

ア 安全衛生協議会の主な意見

・相談窓口が周知されていないのではないか。教職員の目に入るような工夫が必要

・勤務時間中の相談はできないので、ＬＩＮＥによる相談はありがたい

・若い教職員の中には、管理職を相談相手として見ていない可能性もあるので、相談

窓口が外部にあるのは良い

・発達障害の方の相談が多くなっており、周りの人や管理職の理解が必要 など

イ 重点的な取組

「心と体のケアの一体的な推進」を目指し、２つの重点的な取組を実施

①身体症状への早期対応

・心と身体はつながっていることから、まずは健康診断の受診促進

・時間外勤務80時間超の教職員に対し、健康管理医による面接の実施促進

②病気や障害についての理解促進

・病気や障害に対する正しい知識を習得することのできる様々な研修の実施

・研修内容については、教職員からの聞き取りを踏まえて、これまでの内容を

アップデート

【相談・研修】世代別研修、教職員サポートルーム相談、出張ストレスカウン

セリング など

２ 今後のスケジュール

時 期 内 容

R８.２ 教育委員協議会において協議 ⇒ 定例会において議決

R８.３ 教育部内、県立学校へ通知

R８.４

以降

改定計画施行 市町教育委員会へ周知・策定啓発

校長協会、校長会にて周知

職場の安全衛生管理者研修（９～11 月）にて周知
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教職員の心の健康づくり計画＜第４期計画＞【概要版】

①身体症状への早期対応

・心と身体はつながっていることから、まずは健康診断の受診促進

・時間外勤務 80 時間超の教職員に対し、健康管理医による面接の実施促進

②病気や障害についての理解促進

・病気や障害に対する正しい知識を習得することのできる様々な研修の実施

・研修内容については、教職員からの聞き取りを踏まえて、これまでの内容

をアップデート

１ 計画の位置付け

○労働安全衛生法に定める「労働者の心の健康の保持増進のための指針」
○「労働者の心の健康の保持増進のための指針」（厚生労働省）に定める「心の
健康づくり計画」
・対象：教育委員会事務局及び教育機関（県立学校を含む）に勤務する教職員
・期間：令和８～10 年度（３年間）

２ 計画改定の背景と目的

○精神疾患による長期療養者在職者比率は増加傾向にある。
○職員が健康で、能力を十分に発揮するため、総合的なメンタルヘルス対策を実
施する。

長期療養者は増加し、「よく眠れない」「相談できる人がいない」教職員の割合

も高くなっており、目標を達成できていない。

№ 指 標 目 標
現状値

（R6)

1
精神疾患による 30 日以上の特別休暇及び休職
者の在職者比率 0.8%以下 1.42%

2
20 歳代教職員の精神疾患による 30 日以上の特
別休暇及び休職者の在職者比率 1.3%以下 3.20%

3 「よく眠れない」教職員の割合 13.3%以下 15.95%

4
「仕事や職業生活での不安、悩み、ストレスに
ついて相談できる人がいない」教職員の割合 6.9%以下 8.16%

5 職場環境改善への取組率向上 100％ 96.21%

○精神疾患による長期療養者の男女別年代別在職者比率
*若年層では女性、ベテラン層では男性の比率が高くなっており全体的に増加傾向

○職場復帰相談の状況
*長期休業者の復帰相談に対応し、増加傾向

○メンタルヘルス相談の状況
*様々な相談窓口を設置しているが、更に周知の工夫が必要

○ストレスチェック事業
*全職員にストレスチェックを実施、総合健康リスクは標準的な数値より低い状況

R3 R4 R5 R6

職場復帰相談の件数 33 40 50 51

R3 R4 R5 R6

ストレスカウンセリングの件数 191 160 192 198

R3 R4 R5 R6

総合健康リスクの値 84 86 85 83

一次予防…心の健康の保持増進と不調の未然防止

二次予防…メンタルヘルス不調の早期発見・早期対応

三次予防…円滑な職場復帰と再発防止

５ メンタルヘルス対策の基本的な考え方

３つの予防

セルフケア

自身のストレスの気付きと

適切な対処

ラインケア

管理監督者による職場環

境改善や教職員支援

産業スタッフ等によるケア

産業医、保健師、心理職等

がセルフケア、ラインケア

の支援

外部専門機関によるケア

相談機関等、外部の専門家

の助言やサービスを活用

４つのケア

６ 重点的な取組

○以下の目標を掲げ、教育委員会と学校が連携して取り組んでいく

*<１～４>令和３～６年度実績値の最低値を参考に目標を設定

*<５，６>全所属が取り組むことを目標に設定

№ 指 標 目 標

1
精神疾患による 30 日以上の特別休暇
及び休職者の在職者比率 1.1%以下

2
20歳代教職員の精神疾患による30日以上
の特別休暇及び休職者の在職者比率

2.4%以下

3 「よく眠れない」教職員の割合 14.3%以下

4
「仕事や職業生活での不安、悩み、ストレス
について相談できる人がいない」教職員の
割合

7.4%以下

5 ストレスチェック受検率 100%

6 職場環境改善への取組率向上 100%

８ 教職員の心の健康づくり計画の目標

３ 第３期計画の評価

４ 教職員のメンタルヘルスに関する現状

７ 教職員の個人情報の保護
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報告１
監査結果に関する措置状況報告 P1



配付報告１ 令和８年２月18日

（件名）

監査結果に関する措置状況報告

（財務課）

１ 概 要

令和７年度第２回監査結果は以下のとおりで、指摘等事項についての改善措置状況を

監査委員に報告した。

２ 監査結果の区分

(1) 指 摘

次に掲げる事項に該当し、その程度が著しいもの及びその他指摘すべき重大な事項

ア 法令・条例・規則に違反している事項

イ 収入確保に適切な措置を要する事項

ウ 予算を目的外に支出している事項

エ 著しく不経済な支出又は著しい損害を生じている事項

オ 既に注意したもので是正又は改善されていない事項

(2) 注 意

指摘に掲げる事項に該当し、その程度が軽微なもの、既に指導したもので是正され

ていない事項及びその他特に注意すべき事項

(3) 意 見

組織及び運営の合理化や事務・事業の適正化など多様な観点から必要があると認め

る事項

３ 指摘等一覧

(1) 令和７年度第２回 監査結果

ア 定期監査

＜注意：１件＞

＜意見：５件＞

項目 監査結果 対象期間 監査方法 対象 結果内容

令和７年度

第２回
R7.9.25

R7.6.4

～

R7.8.4

定期監査 32所属
注意１件

意見５件

対象機関 件 名 詳細

義務教育課 誤った試験問題の配布による教員採用選考試験の実施 １

対象機関 件 名 詳細

教育総務課 不祥事根絶の取組 ２

教育政策課 いじめ対策の効果的な実施 ３

高校教育課 行きたい学校づくり推進事業の効果的な実施 ４

健康体育課 ヘルメット着用の促進 ５

社会教育課 施設開放に伴う学校の事務負担の軽減 ６

P1
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